
第５期横浜市子ども・子育て会議 第２回保育・教育部会 

第33期横浜市児童福祉審議会 第３回保育部会 合同会議 

日時：令和３年３月29日（月）18:00～ 

場所：市役所 18階 みなと６・７会議室 

議事次第 

１ 開会 

２ 報告＜公開案件＞ 

【子ども・子育て会議】 

（１） 「地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動等への支援の

在り方に関する調査事業」について

【児童福祉審議会】 

（２） 「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準」の改正に関する市民意見公募の実施

について

３ 議事＜非公開案件＞ 

【子ども・子育て会議】 

（１） 幼保連携型認定こども園の認可及び補助金交付先法人の審査について

（２） 幼保連携型認定こども園の法人変更に伴う認可について

（３） 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員について

【児童福祉審議会】 

（４） 横浜市立保育所の民間移管に伴う新設保育所の認可について

（５） 内装整備費補助に伴う保育所の認可及び補助金交付先法人の審査について

（６） 横浜保育室認可保育所移行支援事業に伴う保育所の認可及び補助金交付先法人の

審査について

（７） 民間保育所老朽改築事業における補助金交付先法人の審査について

（８） 認可保育所の法人変更に伴う認可について

４ その他 

５ 閉会 

〔配付資料〕 

資料１ 横浜市子ども・子育て会議保育・教育部会、横浜市児童福祉審議会保育部会 委員名簿 

資料２ 横浜市子ども・子育て会議保育・教育部会、児童福祉審議会保育部会 事務局名簿 

資料３「地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動等への支援の在り方に関する 

調査事業」について 

資料４「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準」の改正に関する市民意見公募の実施について 

資料５ こども青少年局子育て支援部の機構改革に伴う所管業務の変更について 
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資料１ 

第５期横浜市子ども・子育て会議 保育・教育部会 
第 33期横浜市児童福祉審議会 保育部会 

委員名簿 

【敬称略 50 音順】 
＜第５期横浜市子ども・子育て会議 保育・教育部会＞ 

◎：部会長 ○：職務代理者

所 属 ・ 役 職 等 委  員 備考 

１ 横浜市ＰＴＡ連絡協議会 副会長 飯塚 昇

2 大妻女子大学 家政学部児童学科 准教授 ◎石井 章仁

3 東京成徳短期大学 幼児教育科 教授 大澤 洋美 臨時委員 

4 一般社団法人横浜市私立保育園園長会 会長 大庭 良治

5 子どもの領域研究所 所長 尾木 まり 臨時委員

6 公益社団法人横浜市幼稚園協会 会長 鈴木  浩

7 よこはま一万人子育てフォーラム 世話人代表 天明 美穂 臨時委員

8 
公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会 

男女共同参画センター横浜相談センター長 
新堀 由美子 臨時委員 

9 横浜障害児を守る連絡協議会 会長 森 佳代子 臨時委員

10 國學院大學 人間開発学部 子ども支援学科 准教授 ○山瀬 範子 臨時委員 

＜第 33期横浜市児童福祉審議会 保育部会＞

◎：部会長 ○：職務代理者

所 属 ・ 役 職 等 委  員 備考 

１ 横浜市ＰＴＡ連絡協議会 副会長 飯塚 昇

2 大妻女子大学 家政学部児童学科 准教授 ◎石井 章仁

3 東京成徳短期大学 幼児教育科 教授 大澤 洋美 臨時委員 

4 一般社団法人横浜市私立保育園園長会 会長 大庭 良治

5 子どもの領域研究所 所長 尾木 まり 臨時委員 

6 公益社団法人横浜市幼稚園協会 会長 鈴木  浩 臨時委員

7 よこはま一万人子育てフォーラム 世話人代表 天明 美穂

8 公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会 

男女共同参画センター横浜相談センター長 
新堀 由美子 

9 横浜障害児を守る連絡協議会 会長 森 佳代子

10 國學院大學 人間開発学部 子ども支援学科 准教授 ○山瀬 範子
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横浜市子ども・子育て会議 保育・教育部会 
児童福祉審議会 保育部会事務局名簿 

こども青少年局 

資料２ 

区分 所 属 氏 名 

部長 
子育て支援部長 吉川 直友 

保育対策等担当部長 福嶋 誠也 

課長 

保育・教育運営課長 小田 繁治 

保育・教育運営課 幼児教育・保育無償化担当課長 古石 正史 

保育・教育運営課 給付・認定担当課長 大槻 彰良 

こども施設整備課長 白井 正和 

係長 

保育・教育運営課 運営調整係長 高林 悠紀 

保育・教育運営課 認定・利用調整担当係長 井上  響 

保育・教育運営課 保育運営担当係長 細野 大将

こども施設整備課 担当係長 村上 和孝 

こども施設整備課 整備等担当係長 手代森 悟 

こども施設整備課 整備等担当係長 濱畠 亮平

こども施設整備課 整備等担当係長 金澤  敬

こども施設整備課 整備等担当係長 古川 博一

保育対策課 担当係長 前島 絵美
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「地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動等への 

支援の在り方に関する調査事業」最終報告 

１ 概要 

横浜市では、「地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動等への支援の在り

方に関する調査事業」を文部科学省から受託し、調査対象施設を利用する児童の保護者や認可外保

育施設等にアンケートを実施しましたので、その調査結果を報告します。 

２ 調査結果報告 

（１）総括調査の施設種別ごとの分析結果報告（詳細は別紙１）

期間：令和２年９月 15日～９月 30日

方法：施設を通じて対象者へ配布し、郵送受付

対象数：169 名

回答数：122 名（事業対象外６名を含む）

質問票：別紙１－２参照

まとめ：外国人学校利用者の多くが「国際色豊かな活動」を行っていることを理由に施設

を選んでいる一方で、幼稚園類似幼児施設利用者は「子どもの自主性を尊重する

活動」や「宗教的に特色のある活動」などを理由に施設を選んでいる。 

（２）定期調査結果報告（詳細は別紙２）

期間 ：令和２年 10月、12月、令和３年２月（全３回）

方法 ：施設を通じて対象者へ配布し、郵送受付

対象数：169 名

回答数：115 名

質問票：別紙２－２参照

まとめ：利用者の概ね 90％は、週５日・１日４～８時間程度利用している

利用者の概ね 90％は、希望通りの利用ができている 

３ 令和３年度からの本市における取り組み 

（１）幼児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援

  令和３年４月から、子ども・子育て新制度における国の予算に、「地域における小学校就学前の子

供を対象とした多様な集団活動事業の利用支援」（※）が創設されます。 

  本市においても、国の事業に基づき、利用支援を実施します。（事業詳細は別紙３） 

※地域子ども・子育て支援事業（法定 13事業）における多様な事業者の参入促進・能力活用事業の一つに位置付けられます

（２）今後のスケジュール（予定）

５月に施設・事業者に基準適合申請の案内を行います。７～８月にかけて審査・対象施設の決定

を行い、対象となった施設の保護者は４～９月分の利用料について、10月に給付金の支給申請を行

います。保護者に４～９月分の給付金が支給されるのは、12月の予定です。 

資料３ 
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保護者意識等調査（総括調査）における主な回答内容 

 問８ この施設を選択した理由はなんですか（複数回答）

１．特色のある活動を行っているため（73.0%）

２．子供への個別の支援が期待できるため（10.7%）

３．施設・設備が充実しているから（3.3%）

４．開所日や開所時間が希望と合っているから（6.6%）

５．自宅から近いため（34.4%）

６．きょうだいが利用している又は利用していた（30.3%）

７．かつて自分自身が利用していた施設だから（6.6%）

８．希望する他の施設に入れなかったから（4.9%）

９．他に受け入れてくれる施設が無かったから（2.5%）

10．その他（6.6%）

【参考】施設種別ごとの集計結果 

●幼稚園類似施設 ●外国人学校

別紙１ 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

1
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9
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65.9%
13.6%
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59.1%
40.9%

11.4%
6.8%

4.5%
6.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
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10

76.9%
9.0%

5.1%
7.7%

20.5%
24.4%

3.8%
3.8%

1.3%
6.4%
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 問９ 問８で「１．特色のある活動を行っているため」を選択した方、その具体的な理由（複数回答）

１．野外での様々な自然体験活動を行っているから（4.5%）

２．子供の自主性を尊重する活動を行っているから（28.1%）

３．宗教的に特色のある活動を行っているから（7.9%）

４．バイリンガル教育など国際色豊かな活動を行っているから（70.8%）

５．その他（13.5%）

【参考】施設種別ごとの集計結果 

●幼稚園類似施設 ●外国人学校
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3.3%

15.0%

1.7%

86.7%

8.3%
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86.1%

10.7%
3.3%

1 2 3

◆ 問 19 お住まいの近く（御自身にとって通園可能な範囲）に

認可施設（幼稚園、保育所、認定こども園等）はありますか。

１．複数施設ある（86.1％）

２．一施設ある（10.7％）

３．無い（3.3％）

【参考】施設種別ごとの集計結果 

●幼稚園類似施設 ●外国人学校

◆ 問 20 問 19で「１．複数施設」又は「２．一施設」を選択した方、認可施設を選択しなかった理由

１．申し込み時点で定員に空きが無かったから（8.2％）

２．施設に入所を断られたから（1.6％） 

３．現在利用している施設の方が気に入ったから（68%）

４．認可施設の活動内容、開所日・時間又は料金が希望に

添わなかったから（4.1%） 

５．その他（14.8%） 

【参考】施設種別ごとの集計結果 

●幼稚園類似施設 ●外国人学校

8.2%
1.6%

68.0%

4.1%
14.8%

1 2 3 4 5

84.1%

9.1%
6.8%

1 2 3

87.2%

11.5% 1.3%

1 2 3

4.5%
4.5%

59.1%

9.1%

15.9%

1 2 3 4 5

10.3%
0.0%

73.1%

1.3% 14.1%

1 2 3 4 5
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◆ 問 51 御利用の施設が無償化の対象外となっても引き続き利用しているのはどうしてですか。

１．途中で施設を変えたくないから（37.7％） 

２．現行の自治体による保育料補助があるから（1.6％） 

３．現在の負担でも通わせるに値する施設だと感じているから（45.9％） 

４．近くに無償化対象の認可施設が無いから（0.8％） 

５．他に受け入れてくれる施設が無いから（1.6％） 

６．その他（12.3％） 

【参考】施設種別ごとの集計結果 

●幼稚園類似施設 ●外国人学校

◆ 問 53 今後もご利用の施設の利用料について無償化による軽減措置が無い場合、施設の利用を継続

すると思いますか。

１．継続すると思う（91.8％）  

２．継続しないと思う（8.2％）

【参考】施設種別ごとの集計結果 

●幼稚園類似施設 ●外国人学校

37.7%

1.6%

45.9%

0.8%

1.6%

12.3%

1 2 3 4 5 6

91.8%

8.2%

1 2

43.2%

2.3%

34.1%

0.0%
2.3% 18.2%

1 2 3 4 5 6

34.6%

1.3%

52.6%

1.3%
1.3% 9.0%

1 2 3 4 5 6

88.6%

11.4%

1 2

93.6%

6.4%

1 2
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地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動等への支援の 

在り方に関する調査事業（保護者意識等総括調査） 

 本調査は、文部科学省が実施する「地域における小学校就学前の子供を対象と

した多様な集団活動等への支援の在り方に関する調査事業」の一環として、同事

業の調査対象となっている施設を御利用のお子様がいらっしゃる保護者の方に、

同施設の利用に関する状況等を伺うものです。 

 調査の目的は、令和元年 10 月から施行された「幼児教育・保育の無償化」の対

象となっていない施設であるものの、地域にとって不可欠であると地方自治体が認

める施設に対する国と地方が協力した支援の在り方を検討するために必要な情報

を得ることであり、御回答いただいた内容は、今後の施策を検討するために活用さ

せていただきます。 

調査に御回答いただきましたら、同封の返信用封筒に入れて封をした上で、９月

30 日（水）までに横浜市こども青少年局子育て支援課に御提出（必着）ください。 

お忙しいところ大変恐縮ですが、調査の趣旨を御理解いただき、御協力をよろし

くお願い申し上げます。 

（個人情報の取扱いについて） 

・ 御回答は全て統計的に処理し、特定の個人を識別できないようにいたします。

・ 御回答いただいた内容は、調査の目的以外での利用はいたしません。また、調

査票は集計完了後速やかに溶解等により適切に処分いたします。

・ 御回答いただいた内容を施設にお伝えすることはありません。
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以下の質問について、該当する番号に○を付けてください。また必要なところは 

御記入をお願いします。 

１．利用者の御家庭の状況等についてお伺いします。 

問１ この調査票を御記入される保護者、お子様、利用施設について 

【保護者（回答者）について】 

氏名： （ﾌﾘｶﾞﾅ）

【お子様について】 

氏名： （ﾌﾘｶﾞﾅ）

【利用施設について】 

利用施設名

問２ あなた（回答者が主たる生計者でない場合は御家庭の主たる生計者、次の 

問いも同じ。）の就労状況は以下のどれに当たりますか。 

１．フルタイム（週 5 日･1 日 8 時間程度）で就労 

２．パートタイムで就労 

３．その他（自営業等） 

４．就労していない 

問３ あなたの年収はおおよそ以下のどれに当たりますか。各種控除前の金額で 

お答えください。 

１．～３００万円  ２．３００万円～４００万円  ３．４００万円～５００万円 

４．５００万円～６００万円  ５．６００万円～７００万円 ６．７００万円～８００万円 

７．８００万円～９００万円  ８．９００万円～１０００万円  ９．１０００万円～  

問４ あなたに配偶者はいらっしゃいますか。 

１．配偶者あり  ２．配偶者なし 

問５ 施設を利用しているお子様は現在で何歳ですか。 

１．３歳  ２．４歳  ３．５歳  ４．６歳以上 
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問６ 施設を利用しているお子様は第何子ですか。（複数回答可。） 

１．第一子  ２．第二子  ３．第三子以降 

問７ 御家庭において、施設を利用しているお子様の子育てを主に行っている方は 

どなたですか。 

１．父母ともに  ２．主に母親  ３．主に父親  ４．主に祖父母 

５．その他（                   ） 

２．現在の施設を利用している理由等についてお伺いします。 

問８ この施設を選択した理由は何ですか。（複数回答可。） 

１．特色のある活動を行っているため   →問９へ 

２．子供への個別の支援が期待できるため   →問１１へ 

３．施設・設備が充実しているから 

４．開所日や開所時間が希望と合っているから 

５．自宅から近いため 

６．きょうだいが利用している又は利用していた施設だから    →問１４へ

７．かつて自分自身が利用していた施設だから 

８．希望する他の施設に入れなかったから 

９．他に受け入れてくれる施設が無かったから 

10．その他   →問１３へ 

問９ 問８で「１．特色のある活動を行っているため」を選択した方について、その 

具体的な理由は以下のどれに当たりますか。（複数回答可。） 

１．野外での様々な自然体験活動を行っているから 

２．子供の自主性を尊重する活動を行っているから →問１４へ

３．宗教的に特色のある活動を行っているから 

４．バイリンガル教育など国際色豊かな活動を行っているから 

５．その他   →問１０へ 

問１０ 問９で「５．その他」を選択した方について、その具体的な内容を記載して 

ください。 
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問１１ 問８で「２．子供への個別の支援が期待できるため」を選択した方について、 

その具体的な理由は以下のどれに当たりますか。（複数回答可。） 

１．知的障害や発達障害等に応じた特別な支援を行っているから      →問 

２．外国籍の子供等に対して個別の日本語指導や支援を行っているから  １４へ 

３．その他   →問１２へ 

問１２ 問１１で「３．その他」を選択した方について、その具体的な内容を記載して 

ください。 

→問１４へ

問１３ 問８で「10．その他」を選択した方は、具体の理由を記載してください。 

問１４ この施設を選択する前に他の施設の利用も検討しましたか。 

１．検討した  →問１５へ ２．検討しなかった   →問１７へ

問１５ 問１４で「１．検討した」を選択した方について、その施設とは以下のどれに 

当たりますか。（複数回答可。） 

１．幼稚園  ２．保育所  ３．認定こども園  ４．小規模保育  

５．家庭的保育  ６．居宅訪問型保育  ７．事業所内保育  → 

８．自治体の認証・認定保育施設  ９．一時預かり事業      問１７へ 

１０．ファミリー・サポート・センター  １１．企業主導型保育事業 

１２．その他の認可外の保育施設  １３．児童発達支援等通所施設 

１４．その他   →問１６へ 
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問１６ 問１５で「１４．その他」を選択した方は、どのような施設か分かる範囲（施設名、

開所日・時間、クラス編制、活動内容、利用料金など）で記載してください。 

施設名 

開所日 

開所時間 

クラス編制

活動内容 

利用料金 

その他 

問１７ この施設が認可施設でないことを御存知の上で選択しましたか。 

１．知った上で選択した  ２．知らずに選択した 

問１８ 利用開始前に施設から活動内容について十分な説明はありましたか。 

１．十分な説明があった  ２．十分ではないが説明はあった 

３．説明が無かった 

問１９ お住まいの近く（御自身にとって通園可能な範囲）に認可施設（幼稚園、 

保育所、認定こども園等）はありますか。 

１．複数施設ある ２．一施設ある   →問２０へ

３．無い   →問２２へ 

問２０ 問１９で「１．複数施設ある」又は「２．一施設ある」を選択した方について、 

認可施設を選択しなかった理由は何ですか。最も当てはまるもの一つを選択 

してください。 

１．申し込み時点で定員に空きが無かったから 

２．施設に入所を断られたから                 →問２２へ 

３．現在利用している施設の方が気に入ったから 

４．認可施設の活動内容、開所日・時間又は料金が希望に添わなかったから 

５．その他   →問２１へ 
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問２１ 問２０で「５．その他」を選択した方は、認可施設を選択しなかった具体的な 

理由を記載してください。 

問２２ 仮に、今後お住まいの近くに認可施設が開設された場合、利用すると 

思いますか。 

１．恐らく利用する  ２．施設の内容次第  ３．恐らく利用しない 

３．現在の施設を利用して感じたことなどについてお伺いします。 

問２３ お子様は施設に楽しく通っていると感じていますか。 

１．とても感じる  ２．ある程度感じる  ３．あまり感じない  ４．全く感じない 

問２４ 施設の活動の方針を御存知ですか。 

１．良く知っている  ２．ある程度知っている  ３．あまり知らない 

４．全く知らない 

問２５ 施設の活動の方針はお子様に合っていると感じていますか。 

１．お子様にとても合っていると感じる 

２．お子様にある程度合っていると感じる 

３．お子様に合っているとあまり感じない 

４．お子様に合っていると全く感じない 

問２６ 実際の活動の内容は施設の方針どおりと思いますか。 

１．方針どおりと思う  ２．だいたい方針どおりと思う 

３．方針とやや違うと思う  ４．方針と全く違うと思う 

問２７ 施設の管理・運営についてどのように感じていますか。 

１．良く行き届いていると感じる  ２．ある程度行き届いていると感じる 

３．あまり行き届いていないと感じる  ４．全く行き届いていないと感じる 
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問２８ 職員の対応全般についてどのように感じていますか。 

１．とても良く感じる  ２．ある程度良く感じる  ３．あまり良く感じない 

４．全く良く感じない 

問２９ 職員の数が十分であり、きめ細かな対応が出来ていると感じていますか。 

１．とても感じる  ２．ある程度感じる  ３．あまり感じない  ４．全く感じない 

問３０ 職員の対応に余裕が感じられますか。 

１．とても感じる  ２．ある程度感じる  ３．あまり感じない  ４．全く感じない 

問３１ 職員の資質は高いと感じられますか。 

１．とても感じる  ２．ある程度感じる  ３．あまり感じない  ４．全く感じない 

問３２ 職員（施設長を含む。）と十分にコミュニケーションが出来ていますか。 

１．とても出来ている  ２．ある程度出来ている  ３．あまり出来てない 

４．全く出来てない 

問３３ 敷地・施設の面積は利用者の数に見合ったものと感じていますか。 

１．とても感じる  ２．ある程度感じる  ３．あまり感じない  ４．全く感じない 

問３４ 敷地の立地は近隣環境などを勘案して適当と感じていますか。 

１．とても感じる  ２．ある程度感じる  ３．あまり感じない  ４．全く感じない 

問３５ 施設への通園時間は片道どのぐらいですか。 

１．～10 分  ２．10～20 分  ３．20～30 分  ４．30 分～ 

問３６ 施設への通園手段は通常以下のどれに当たりますか。 

１．徒歩  ２．自転車  ３．自家用車  ４．通園バス  ５．公共交通機関 

６．その他（                           ） 

問３７ 施設全般についてどのように感じていますか。 

１．とても良く感じる  ２．ある程度良く感じる  ３．あまり良く感じない 

４．全く良く感じない 
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問３８ 施設に備え付けられている設備、遊具や備品の性能・数等について 

どのように感じていますか。 

１．とても充実していると感じる  ２．ある程度充実していると感じる 

３．あまり充実していると感じない  ４．全く充実していると感じない 

問３９ 施設はいつも清潔に保たれていると感じますか。 

１．とても感じる  ２．ある程度感じる  ３．あまり感じない  ４．全く感じない 

問４０ 施設におけるお子様の健康管理は十分であると感じていますか。 

１．とても感じる  ２．ある程度感じる  ３．あまり感じない  ４．全く感じない 

問４１ 施設や設備について安全管理が十分であると感じていますか。 

１．とても感じる  ２．ある程度感じる  ３．あまり感じない  ４．全く感じない 

問４２ 災害・不審者侵入時の対応などの安全管理のあり方に満足していますか。 

１．とても満足している  ２．ある程度満足している  ３．あまり満足していない 

４．全く満足していない 

問４３ 施設から提供される食事やおやつにお子様は満足していますか。 

１．とても満足している  ２．ある程度満足している  ３．あまり満足していない 

４．全く満足していない ５．食事やおやつは提供されない 

問４４ 施設の利用料金（既に利用者補助がある場合はその適応後の料金。）に 

ついてどのように感じていますか。 

１．とても高いと感じる  ２．やや高いと感じる  ３．妥当だと感じる 

４．やや安いと感じる  ５．とても安いと感じる 

問４５ 保護者からの質問や意見について、施設から十分な回答や説明はあります

か。 

１．ほとんどある  ２．ある程度ある  ３．あまり無い  ４．全く無い 
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問４６ その他、施設に対しての思いや考えがありましたら、ご自由に記載ください。 

４．幼児教育・保育の無償化に関してお伺いします。 

問４７ 令和元年 10 月から施行された幼児教育・保育の無償化を御存知でしたか。 

１．知っていた →問４８へ  ２．知らなかった →問５１へ

問４８ 御利用の施設が無償化の対象外ということを御存知でしたか。 

１．知っていた →問４９へ  ２．知らなかった →問５１へ

問４９ 問４７及び問４８にで「１．知っていた」を選択した方について、無償化の施行に

より利用施設の変更を検討しましたか。 

１．検討した  →問５０へ  ２．検討しなかった →問５１へ

問５０ 問４９で「１．検討した」と回答した方は、具体的にどのようなことを考えました

か。 
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問５１ 御利用の施設が無償化の対象外となっても引き続き利用しているのは 

どうしてですか。最も当てはまるもの一つを選択してください。 

１．途中で施設を変えたくないから 

２．現行の自治体による保育料補助があるから 

３．現在の負担でも通わせるに値する施設だと感じているから  →問５３へ

４．近くに無償化対象の認可施設が無いから 

５．他に受け入れてくれる施設が無いから 

６．その他   →問５２へ 

問５２ 問５１で「６．その他」と回答した方は、引き続き利用している具体の理由を 

記載してください。 

問５３ 今後もご利用の施設の利用料について無償化による軽減措置が無い場合、

施設の利用を継続すると思いますか。 

１．継続すると思う  ２．継続しないと思う 

５．お住まいの自治体が独自に実施している支援についてお伺いします。 

問５４ この施設の利用前に、お住まいの自治体が独自に金銭的な支援を行っている

ことを御存知でしたか。 

１．知っていた  ２．知らなかった 

問５５ 現在の支援の水準について十分であると感じますか。 

１．とても感じる  ２．ある程度感じる  ３．あまり感じない  ４．全く感じない 

問５６ 仮に現在の支援が無かった場合、この施設を利用していたと思いますか。 

１．利用していたと思う  ２．利用していなかったと思う  ３．わからない 

質問は以上となります。御協力いただき、ありがとうございました。 
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保護者意識等調査（定期調査）における主な回答内容 

 問２―１ 前月の利用実績（1週当たり日数）

１．５日未満（概ね 10％程度）

２．５日以上（概ね 90％程度）

【参考】施設種別ごとの集計結果 

●幼稚園類似施設

●外国人学校

別紙２ 

4.3%

95.7%

1 2

4.3%

95.7%

1 2

11.0%

89.0%

1 2

4.8%

95.2%

1 2

4.7%

95.3%

1 2

4.8%

95.2%

1 2

4.1%

95.9%

1 2

4.1%

95.9%

1 2

15.1%

84.9%

1 2

10 月 12 月 2 月 

10 月 12 月 2 月 

10 月 12 月 2 月 
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 問２―２ 前月の利用実績（１日当たり時間）

１．４時間未満（概ね 0％程度）

２．４時間以上８時間以下（概ね 90％程度）

３．８時間超（概ね 10％程度）

【参考】施設種別ごとの集計結果 

●幼稚園類似施設

●外国人学校

0.0%

93.0%

7.0%

1 2 3

0.0%

92.3%

7.7%

1 2 3

4.2%

89.0%

6.8%

1 2 3

0.0%

100.0%

0.0%

1 2 3

0.0%

100.0%

0.0%

1 2 3

0.0%

100.0%

0.0%

1 2 3

0.0%

89.0%

11.0%

1 2 3

0.0%

87.8%

12.2%

1 2 3

6.8%

82.2%

11.0%

1 2 3

10 月 12 月 2 月 

10 月 12 月 2 月 

10 月 12 月 2 月 
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 問３ 利用実績はあなたの希望どおりでしたか？

１．希望どおりだった（概ね 90％程度）

２．希望どおりではなかった（概ね 10％程度）

【参考】施設種別ごとの集計結果 

●幼稚園類似施設

●外国人学校

90.6%

9.4%

1 2

93.9%

6.1%

1 2

97.6%

2.4%

1 2

97.7%

2.3%

1 2

91.8%

8.2%

1 2

86.5%

13.5%

1 2

88.1%

11.9%

1 2

97.6%

2.4%

1 2

83.6%

16.4%

1 2

10 月 12 月 2 月 

10 月 12 月 2 月 

10 月 12 月 2 月 
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地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動等への支援の在り

方に関する調査事業（保護者意識等定期調査 10 月提出用） 

 本調査は、文部科学省が実施する「地域における小学校就学前の子供を対象と

した多様な集団活動等への支援の在り方に関する調査事業」の一環として、同事

業の調査対象となっている施設を御利用のお子様がいらっしゃる保護者の方に、

同施設の利用に関する状況等を伺うものです。 

 調査の目的は、令和元年 10 月から施行された「幼児教育・保育の無償化」の対

象となっていない施設であるものの、地域にとって不可欠であると地方自治体が認

める施設に対する国と地方が協力した支援の在り方を検討するために必要な情報

を得ることであり、御回答いただいた内容は、今後の施策を検討するために活用さ

せていただきます。 

調査に御回答いただきましたら、同封の提出用封筒に入れて封をした上で 11 月

６日（金）までに横浜市こども青少年局子育て支援課に御提出（必着）ください。 

お忙しいところ大変恐縮ですが、調査の趣旨を御理解いただき、御協力をよろし

くお願い申し上げます。 

（個人情報の取扱いについて） 

・ 御回答は全て統計的に処理し、特定の個人を識別できないようにいたします。

・ 御回答いただいた内容は、調査の目的以外での利用はいたしません。また、調

査票は集計完了後速やかに溶解等により適切に処分いたします。

・ 御回答いただいた内容を施設にお伝えすることはありません。
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以下の質問について、該当する番号に○を付けてください。また必要なところは 

御記入をお願いします。 

１．利用者の御家庭の状況等についてお伺いします。 

問１ この調査票を御記入される保護者、お子様、利用施設について 

【保護者（回答者）について】 

氏名： （ﾌﾘｶﾞﾅ）

【お子様について】 

氏名： （ﾌﾘｶﾞﾅ）

【利用施設について】 

利用施設名

２．あなたのお子様が現在利用されている施設の利用状況についてお伺いします。 

問２ 前月の利用実績について、平均的な日数・時間を御記入ください。 

１週当たり    日 １日当たり    時間 （  時  分～  時  分） 

問３ 前月において、上記の利用実績はあなたの希望どおりでしたか。 

１．希望どおりだった  ２．希望どおりではなかった 

問４ 問３で「２．希望どおりではなかった」を選択した方について、希望どおりに 

ならなかった理由は以下のどれに当たりますか。 

１．施設の開所日時外であったため  ２．定員超過であったため 

３．延長料金等が高額であるため  ４．子供の体調不良など自己都合のため  

５．その他 

問５ 問４で「５．その他」を選択した方は、具体の理由を記載してください。 
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３．上記施設と併せて利用している他の施設やサービスについてお伺いします。 

問６ 前月において、あなたのお子様が現在利用されている施設とは別に他の施設

やサービスを利用しましたか。 

１．利用した  ２．利用しなかった 

問７ 問６で「１．利用した」を選択した方は、どのような施設か分かる範囲（施設名、

開所日、開所時間、クラス編制、活動内容、利用料金など）で記載してください。 

施設名 

開所日 

開所時間 

クラス編制

活動内容 

利用料金 

その他 

問８ 問６で「１．利用した」を選択した方は、その施設等の前月の利用実績について、

平均的な日数・時間を御記入ください。 

１週当たり    日 １日当たり    時間 （  時  分～  時  分） 

質問は以上となります。御協力いただき、ありがとうございました。 
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幼児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援 

（１）事業開始の経緯

令和元年 10月から始まった幼児教育・保育の無償化において、認可を受けていない

幼稚園（いわゆる幼稚園類似施設）等が無償化の枠組みから外れました。国において

地方と協力した支援の在り方を検討した結果、令和３年度から市町村が一定の基準を

満たすと判断した施設を利用する児童の保護者に対し、利用料の一部を給付する事業

を開始します。本市においてもその事業の趣旨を踏まえ、対象施設の決定及び利用者

への給付を進めてまいります。 

（２）事業内容

幼児教育・保育無償化の給付を受けていない保護者にその利用料の一部を給付しま

す。 

  上限額：20,000円/月※ 

※ 利用する施設等の過去３カ年の平均月額利用料が 20,000円を下回る対象施設等

を利用する幼児は、当該平均月額利用料 

【参考】国が示す基準 

職員 
○職員【必須】 有資格者３分の１以上（幼稚園教諭、保育士、看護師)

○配置基準（幼児：保育者）【必須】 ３歳児 ２０: １ ／ ４歳以上児 ３０: １
また、２人を下回ってはならない

設備 
○面積基準：保育室  1.65㎡以上／人

○設備基準：調理室、便所、手洗用設備、必要な遊具等の備え付け

対象施設等 

○開所時間【必須】 概ね、１日４時間以上８時間未満、週５日以上、年間 39週以上

○保育の必要性のある子どもの割合【必須】

幼児教育・保育の無償化の対象となる満３歳以上の子どもの数が、当該施設を利用する
満３歳以上の子どもの概ね半数を超えないこと

非常時の対応 
【必須】・消火用具、非常口の設置  ・非常災害に対する計画策定、訓練の実施 

・保育室を２階に置く場合は準耐火、３階以上に置く場合は耐火建築物（建物がない場合には、
保育の実態に応じて必要と考えられる措置）

幼児の処遇等 

○活動内容

・幼児一人一人の心身の発育や発達の状況に基づいた適切な教育・保育の計画が策定・実施

・各施設の活動方針に基づいた計画の策定

○給食：出す場合、年齢等に配慮した食事内容等

○健康管理・安全確保【必須】

○職員・子どもの帳簿の整備

○適切な会計処理が確認可能

別紙３ 
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「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準」の改正に関する市民意見公募の実施について 

１ 趣旨 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における保育の利用については、児童福祉法第24

条第３項及び附則第73条第１項に基づき、市町村が利用調整を実施しています。 

  この度、現在の利用調整基準の見直しの検討を行い、改正の考え方をまとめましたのでご報告

します。 

２ 見直し内容 

（１）居宅内労働ランクについて

ア 見直しの考え方

新型コロナウイルス感染症対策として企業等がテレワークを推進するなかで、労働場所を固

定しない多様な働き方が広がっている現状を鑑み、労働場所による優先度の差異を設けないこ

ととします。 

イ 横浜市給付認定及び利用調整に関する基準の改正（案）

別表２ 「利用調整基準」 ※一部抜粋

項目 現行 改正（案） 

１（１）居宅外

労働 

（外勤・居宅外

自営） 

月 20日以上かつ就労時間 1週 40

時間以上の労働に従事している。 
Ａ 

１ 就労 月 20日以上かつ就労時間 1週 40

時間以上の労働に従事している。 
Ａ 

月 20日以上かつ就労時間 1週 35

時間以上 40 時間未満の労働に従

事している。 

Ｂ 

月 20日以上かつ就労時間 1週 35

時間以上 40 時間未満の労働に従

事している。 

Ｂ 

月 16日以上かつ就労時間 1週 24

時間以上の労働に従事している。 
Ｃ 

月 16日以上かつ就労時間 1週 24

時間以上の労働に従事している。 
Ｃ 

月 16日以上かつ就労時間 1週 16

時間以上 24 時間未満の労働に従

事している。 

Ｄ 

月 16日以上かつ就労時間 1週 16

時間以上 24 時間未満の労働に従

事している。 

Ｄ 

月 16日以上かつ就労時間 1週 28

時間以上の労働に内定している。 
Ｅ 

月 16日以上かつ就労時間 1週 28

時間以上の労働に内定している。 
Ｅ 

就労時間月 64 時間以上の労働に

従事又は内定している。 
Ｆ 

就労時間月 64 時間以上の労働に

従事又は内定している。 
Ｆ 

１（２）居宅内

労働 

（内勤・居宅内

自営） 

月 20日以上かつ就労時間 1週 40

時間以上の労働に従事している。 
Ｂ 

（削除） 
（削除） (削除) 

月 20日以上かつ就労時間 1週 35

時間以上 40 時間未満の労働に従

事している。 

Ｃ （削除） (削除) 

月 16日以上かつ就労時間 1週 24

時間以上の労働に従事している。 
Ｄ （削除） (削除) 

月 16日以上かつ就労時間 1週 16

時間以上 24 時間未満の労働に従

事している。 

Ｅ （削除） (削除) 

月 16日以上かつ就労時間 1週 28

時間以上の労働に内定している。 
Ｆ （削除） (削除) 

就労時間月 64 時間以上の労働に

従事又は内定している。 
Ｇ （削除） (削除) 

資料４
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別表３ 「調整指数一覧表」 ※一部抜粋 

項目 現行 改正（案） 

就労状況等（父

母共に該当する

場合であっても 

２倍しません。） 

元のランクが「１（１）居宅外労働（外勤・

居宅外自営）のＥ又はＦ」か「１（２）居宅

内労働（内勤・居宅内自営）のＦ又はＧ」か 

「７ 求職中」で、継続して３か月以上就

労している場合。 

元のランクが「１ 就労のＥ又はＦ」か 

（削除） 

「７ 求職中」で、継続して３か月以

上就労している場合。 

１ 

＜同一ランク・同一調整指数で並んだときの利用調整＞ ※一部抜粋 

項目 現行 改正（案） 

１ 

類型間の優先順位（①～⑩の順） 

①災害 ②疾病・障害 ③居宅外労働 ④介護

⑤ひとり親等 ⑥居宅内労働 ⑦居宅外・内労働（内定）

⑧就学等 ⑨出産 ⑩求職中

類型間の優先順位（①～⑨の順） 

➀災害 ②疾病・障害 ③就労 ④介護

➄ひとり親等 （削除） ➅就労（内定）

➆就学等 ➇出産 ➈求職中

（２）「通信制大学や通信教育の学生である。」について 

ア 見直しの考え方

（１）居宅内労働ランクの見直しと同様の考え方により、就学場所による優先度の差異を設け

ないこととします。 

イ 横浜市給付認定及び利用調整に関する基準の改正（案）

別表３ 「調整指数一覧表」 ※一部抜粋

項目 現行 改正（案） 

世帯の状況 通信制大学、通信教育の学生である －１ （削除） 

（３）「利用申請児童を[横浜保育室、認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業

等]以外へ有償で預けている。」及び「利用申請児童を横浜保育室、小規模保育事業、家庭的保

育事業等へ預けている。」について 

ア 見直しの考え方

現在、対象の施設等を利用している場合であっても、育児休業中の場合には「保育を必要

とする要件」がないものとして、調整指数を加点しない取扱いとしています。 

しかし、育児休業中であっても、他での就労や介護をしている場合もあり必ずしも「保育

を必要とする要件」がないとは限らないことや、対象の施設等を利用している状況には変わ

りないことから取扱いの見直しを行います。 
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イ 横浜市給付認定及び利用調整に関する基準の改正（案）

別表３ 「調整指数一覧表」 ※一部抜粋

項目 現行 改正（案） 

保育の代替手段 利用申請児童を[横浜

保育室、認可保育所、

認定こども園、小規模

保育事業、家庭的保育

事業等]以外へ有償で

預けている。（一時保

育のみの利用や親族

に有償で預けている

場合は除く。） 

３ 

・利用申請時

点で保育を必

要とする要件

がある場合に

限ります。 

・原則、契約書

等証明資料が

ある場合に限

ります。 

利用申請児童を[横浜

保育室、認可保育所、

認定こども園、小規模

保育事業、家庭的保育

事業等]以外へ有償で

預けている。（一時保

育のみの利用や親族

に有償で預けている

場合は除く。） 

３ 

（削除） 

・原則、契約書等

証明資料がある

場 合 に 限 り ま

す。 

利用申請児童を横浜

保育室、小規模保育事

業、家庭的保育事業等

へ預けている。（一時

保育のみの利用は除

く。） 

１ 

利用申請児童を横浜

保育室、小規模保育事

業、家庭的保育事業等

へ預けている。（一時

保育のみの利用は除

く。） 

１ 

３ 適用時期 

  令和４年４月入所の利用調整から適用する予定です。 
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利用調整の優先順位（改正案の反映後） 

（基準の考え方） 

※ ランクは、ＡＢＣＤＥＦＧＨＩの順に利用調整の順位が高いものとします。

※ 父、母でランクが異なる場合は、順位の低いランクを適用します。

※ 障害児・児童福祉の観点から保育が必要な児童については、この利用調整基準を基に別途に利用調整します。

※ 利用調整に当たっては、保育が必要な理由別の下記の「ランク表」に基づきＡ～Ｉの順に区分し「その他の世帯状況」と

ともに総合的に保育が必要な程度を判断し、利用調整の順位を判断します。

※１「その他」のランクは当該児童・世帯の状況に応じて別途判断します。

ランク 父・母が保育できない理由、状況 

Ａ 

就労 月 20 日以上かつ就労時間 1 週 40 時間以上の労働に従事している。 

病気・けが 入院又は入院に相当する治療や安静を要する自宅療養で常に病臥している場合。 

障害 
身体障害者手帳１～２級、精神障害者保健福祉手帳１～２級、愛の手帳（療育手帳）の交付を受け

ていて、保育が常時困難な場合。 

親族の介護 
臥床者・重症心身障害児（者）、またはそれと同程度の障害等があると認められる者の介護や入院・

通院・通所の付き添いのため、月20日以上かつ1週40時間以上保育が困難な場合。 

災害の復旧への従事 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている。 

ひとり親世帯等 
ひとり親世帯等において、就労、求職活動、職業訓練等を行うことにより、自立促進が図られると

福祉保健センター長が判断した場合。 

保育士 

世帯において「保育士資格を保有する保護者が、市内の認可保育所、認定こども園、横浜保育室、

認可乳児保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業で、月 20 日以上かつ週 35

時間以上保育業務に従事する又は内定している（派遣職員は除く）」場合（市外在住は除く）。 

Ｂ 

就労 月 20 日以上かつ就労時間 1 週 35 時間以上 40 時間未満の労働に従事している。 

障害 身体障害者手帳３級又は精神障害者保健福祉手帳３級の交付を受けていて、保育が困難な場合。 

親族の介護 
重度障害者（児）、またはそれと同程度の障害等があると認められる者の介護や入院・通院・通所の

付き添いのため、月 20 日以上かつ１週 40 時間以上保育が困難な場合。 

Ｃ 

就労 月 16 日以上かつ就労時間 1 週 24 時間以上の労働に従事している。 

病気・けが 通院加療を行い、常に安静を要するなど、保育が常時困難な場合。 

親族の介護 
病人や障害者（児）の介護や入院・通院・通所の付き添いのため、月16日以上かつ1週28時間以上保

育が困難な場合。 

Ｄ 就労 月 16 日以上かつ就労時間 1 週 16 時間以上 24 時間未満の労働に従事している。 

Ｅ 

就労 月 16 日以上かつ就労時間 1 週 28 時間以上の労働に内定している。 

病気・けが 通院加療を行い、保育が困難な場合。 

障害 身体障害者手帳４級の交付を受けていて、保育が困難な場合。 

通学 就職に必要な技能習得のために月64時間以上職業訓練校、専門学校、大学などに通っている。 

Ｆ 
就労 就労時間月 64 時間以上の労働に従事又は内定している。 

親族の介護 病人や障害児（者）の介護や入院・通院・通所の付き添いのため、月64時間以上保育が困難な場合。 

Ｇ 産前産後 
出産又は出産予定日の前後各８週間の期間にあって、出産の準備又は休養を要する。（多胎妊娠の

場合は、出産又は出産予定日の前 14 週間、後８週間の期間とする。） 

Ｈ 求職中 求職中。 

Ｉ 市外在住 横浜市外に在住している場合（転入予定者は除く）。 

※１ その他 児童福祉の観点から、福祉保健センター長が特に保育の必要性の緊急度が高いと判断した場合。 

参考資料 
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こども青少年局子育て支援部の機構改革に伴う所管業務の変更について 

１ 機構改革の趣旨 

保育所・幼稚園等に共通した保育の質の向上への取組のほか、幼児教育・保育無償化対応による

業務増を踏まえ、部内の業務分担を見直すなど、業務を効率的に進めるため、子育て支援部の一部

を再編します。 

〈保育所等を取巻く状況〉 

○保育所保育指針等が改訂され、保育所・幼稚園に共通して保育の質向上への取組が必要

○幼児教育・保育の無償化により、認定や給付、指導等の業務においては、保育所、幼稚園、

認定こども園等に共通の業務が新たに生じている。

○新型コロナウイルス感染症の拡大や風水害による影響の甚大化等に伴い、保育・教育施設の休

園を含めた運営に関する方針決定等の業務が大幅に増加

２ 新たな執行体制 

「子育て支援課」に「保育・教育人材課」、「保育・教育運営課 運営調整係（民間移管業務担当含

む）」を統合 します。 

また、「子育て支援課 幼児教育係」を「保育・教育運営課」に移管した上で、 

「保育・教育運営課」、「保育・教育給付課」、「保育・教育認定課」の３課に再編成 します。 

なお、依然として保育ニーズは高く、待機児童対策を推進していく必要があることから「保育対

策課」及び「こども施設整備課」は現状の体制を維持します。 

運営指導係 幼児教育係

保育･教育給付課
給付係

保育･教育認定課
認定･利用調整係

市立保育所係
保育･教育人材課

保育･教育運営課 保育･教育運営課
運営調整係 運営･指導係

子育て支援課 子育て支援課
子育て支援係 事業調整係
幼児教育係 人材育成係

・保育・教育施設全体を統括する係を新設
・保育の質の向上に向けた取組を強化
・市立保育所関係業務の統合
・関係団体対応の一元化
・幼保小連携の推進

・施設運営に関する制度整備
・運営指導・相談業務の急増への対応
・短時間の預かり保育事業を集約

・施設等利用給付業務のとりまとめ
・給付業務の効率化

・認定基準、利用調整基準、利用料に係る
制度設計及び区との連携強化

・利用料賦課と徴収業務の統合

〈現行体制〉 〈新体制（R3.4.1～）〉 〈目的等〉 

裏面あり 

資料５ 
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３ 新たな執行体制における所管業務（令和３年４月以降） 

課・係名 主な事業・業務内容 

子
育
て
支
援
課

事業調整係 

TEL：045-671-4157(右 1-3） 

3731(右 4） 

Email:kd-koshien 

@city.yokohama.jp 

１ 子育て支援に係る企画・調整に関すること 

２ 保育・教育施設等の運営管理の総合調整に関すること 

３ 地域における子育て支援の推進に関すること 

４ 幼保小連携に関すること 

人材育成係 

TEL：045-671-2397 

Email:kd-jinzai 

@city.yokohama.jp 

１ 保育・教育施設等向けの研修、質の向上に関すること 

２ 保育所等の保育内容に関すること 

市立保育所係 

TEL：045-671-2396(右 1･2） 

2400(右 3） 

Email:kd-koshien 

@city.yokohama.jp 

１ 市立保育所の運営に関すること 

２ 保育・教育施設等の給食に関すること 

３ 市立保育所の民間移管に関すること 

保
育
・
教
育
運
営
課

運営・指導係 

TEL：045-671-3564 

Email:kd-uneishidou 

@city.yokohama.jp 

１ 公定価格・向上支援費に関すること 

２ 保育・教育施設の指導に関すること 

３ 横浜保育室事業、認可外保育施設に関すること（※） 

４ 一時保育事業、乳幼児一時預かり事業に関すること（※） 

５ 延長保育事業に関すること 

６ 実費徴収に関すること 

７ 委託費の弾力運用に関すること 

８ 特定子ども・子育て支援施設等の指導・監査に関すること 

（※助成金の支払いに関することを除く） 

幼児教育係 

TEL：045-671-2085 

Email:kd-yojikyoiku 

@city.yokohama.jp 

１ 幼稚園等市型預かり保育事業の制度、研修、質の向上に

関すること 

２ 幼稚園２歳児受入れ推進事業に関すること 

３ 幼稚園の子ども子育て支援新制度への移行に関すること 

４ 幼児教育に係る助成、支援及び振興に関すること 

保
育
・
教
育
給
付
課

給付係 

TEL：045-671-0202(右 1) 

0255(右 2･3） 

0234(右 4･5) 

0233(右 6) 

Email:kd-hkkyufu 

@city.yokohama.jp 

１ 給付費・委託費の請求事務に関すること 

２ 施設等利用給付(私学助成幼稚園)に関すること 

３ 幼稚園市型預かり保育等の支払に関すること 

４ 横浜保育室事業の助成金の支払に関すること 

５ 認可外保育施設への助成金の支払に関すること 

６ 施設等利用給付(償還払い)に関すること 

保
育･

教
育
認
定
課

認定・利用調整係 

TEL：045-671-0253～0256､0259 

Email:kd-hknintei 

@city.yokohama.jp 

１ 教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に係る基

準等に関すること 

２ 保育所等の利用調整に係る基準等に関すること 

３ 保育所等の利用者負担額（利用料）に関すること 

※令和３年３月時点の内容であり、今後変更される場合があります。
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